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衆
議
院
議
員
島
�
君
提
出
携
帯
電
話
周
波
数
の
利
用
拡
大
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

携
帯
電
話
市
場
に
お
け
る
競
争
の
促
進
に
関
し
て
は
、
従
来
は
携
帯
電
話
事
業
者
が
設
定
し
て
い
た
固
定
電
話
か
ら
発
信

し
携
帯
電
話
に
着
信
す
る
通
話
に
係
る
利
用
者
料
金
に
つ
い
て
、
一
定
の
条
件
の
下
で
は
固
定
電
話
事
業
者
が
こ
れ
を
設
定

す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
旨
の
方
針
を
総
務
省
に
お
い
て
示
す
な
ど
利
用
者
料
金
の
低
廉
化
を
図
る
た
め
の
施
策
を
進
め
て

き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
も
、
利
用
者
が
携
帯
電
話
番
号
を
変
え
る
こ
と
な
く
携
帯
電
話
事
業
者
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
い
わ
ゆ
る
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
平
成
十
八
年
度
か
ら
導
入
で
き
る
よ
う
取
り
組
む
と
と
も

に
、
携
帯
電
話
用
周
波
数
の
拡
大
に
よ
る
携
帯
電
話
事
業
へ
の
新
規
参
入
機
会
の
増
大
等
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
携
帯
電
話

市
場
に
お
け
る
競
争
を
一
層
促
進
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

総
務
省
で
は
、
「
中
長
期
に
お
け
る
電
波
利
用
の
展
望
と
行
政
が
果
た
す
べ
き
役
割
」
（
平
成
十
五
年
七
月
情
報
通
信
審

議
会
答
申
）
を
踏
ま
え
、
平
成
十
五
年
十
月
に
周
波
数
の
再
編
成
の
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
「
周
波
数
の
再
編
方
針
」
を

策
定
し
、
公
表
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
平
成
二
十
年
頃
に
は
携
帯
電
話
用
に
三
百
三
十
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
三
百
四
十
メ
ガ

一



ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
幅
が
必
要
に
な
る
と
予
測
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
同
方
針
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
一
・
七
及
び
二

・
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
帯
に
加
え
、
七
百
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
帯
と
九
百
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
帯
を
組
み
合
わ
せ
た
帯
域
及
び
二
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル

ツ
帯
を
新
た
に
携
帯
電
話
用
に
割
当
可
能
な
周
波
数
帯
と
し
て
示
す
な
ど
、
携
帯
電
話
用
の
周
波
数
の
確
保
に
努
め
て
い
く

こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

電
波
の
再
配
分
に
つ
い
て
は
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
電

波
の
利
用
状
況
調
査
を
行
い
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
周
波
数
の
再
編
方
針
」
も
踏
ま
え
、
電
波
の
有
効
利
用
の
程
度
を

評
価
し
、
必
要
な
場
合
は
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
周
波
数
割
当
計
画
の
変
更
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
ま

た
、
必
要
に
応
じ
て
同
法
第
七
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
周
波
数
終
了
対
策
業
務
等
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

な
お
、
特
定
周
波
数
終
了
対
策
業
務
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
既
存
免
許
人
に
対
し
て
一
定
の
基
準
に
よ
り
給
付
金
を
支

給
す
る
と
と
も
に
、
新
規
利
用
者
に
対
し
て
同
法
第
百
三
条
の
二
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
総
額

が
原
則
と
し
て
給
付
金
総
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
な
る
よ
う
追
加
的
な
電
波
利
用
料
の
負
担
を
求
め
る
こ
と
と
し

二



て
い
る
。

四
に
つ
い
て

新
た
に
携
帯
電
話
用
の
無
線
局
の
免
許
及
び
当
該
免
許
に
お
け
る
周
波
数
の
割
当
て
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
従
来
か

ら
、
使
用
す
る
周
波
数
、
申
請
が
競
合
し
た
場
合
の
比
較
審
査
の
基
準
等
を
盛
り
込
ん
だ
方
針
を
策
定
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
に
よ
り
広
く
意
見
を
聴
取
し
た
上
で
、
こ
れ
を
決
定
し
、
公
表
し
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
新
た
に
携
帯
電
話
用
に
割
り
当
て
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
一
・
七
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
帯
、
二
・
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
帯
等

の
周
波
数
の
割
当
て
に
つ
い
て
は
、
特
に
関
係
者
等
の
関
心
も
高
い
こ
と
か
ら
、
前
述
の
方
針
の
検
討
に
先
立
っ
て
、
「
携

帯
電
話
用
周
波
数
の
利
用
拡
大
に
関
す
る
検
討
会
」
を
開
催
し
、
既
存
の
携
帯
電
話
用
周
波
数
の
利
用
の
在
り
方
と
併
せ

て
、
関
係
者
や
有
識
者
の
参
加
を
得
て
議
論
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


